
いじめが、「どの子どもにも起こりうる」というのは、どのような児童でも被害者になり得る

し、また加害者にもなり得ることである。また、「いじめは人間として絶対に許されない行為」

という意識を児童に徹底させなければならない。すべての児童が、安全・安心な学校生活を通

して、教師が児童との普段からの関わりを大切にし、信頼関係を築きながら、より適切な判断・

行動ができる実践力（規範意識）を育てたる。そして、学校の内外を問わず、いじめの未然防

止及び早期発見・早期対応に保護者や関係機関と共に組織的に取り組む。いじめが疑われる場

合は、その再発防止に努める。 
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参考：守谷市いじめ対策本部及び守谷市立小中学校いじめ対策本部設置要綱〈令和元年７月２日公示〉 １ 

１ いじめ防止に関する基本的な方針 
 

２ いじめ防止に向き合う教師の姿 

（１）児童の心の居場所を確保し、児童相互の絆づくりを支援する教師 

（２）児童の変化を敏感に感じ取り、児童の悩みや不安を早期発見・早期対応に努める教師 

（３）常に児童の身になって考え寄り添う教師 

（４）児童の「自己有用感」を高める不断の努力を心がける教師 

（５）人権を尊重した言葉遣いと行動を心がける教師 

（６）いじめに係わる情報が寄せられたときは、他の業務に優先して対応する教師 

（７）いじめの判断は、いじめられた児童の立場に立つことができる教師 

（８）いじめられていても、本人が否定する場合が多々あることを踏まえて、表面的・形式的に判 

断することなく、複数の教師・児童の目で様子をきめ細かく観察・分析して確認することが

できる教師 

（９）発達障がいの特性を理解し、その児童の周囲の児童への十分な配慮や支援のできる教師 

３  いじめ防止対策の基本事項 

（１）基本施策 

① いじめの未然防止に向けた取組 

ア 「いじめはどの学校・どの児童にも起こりうること」を基本認識に立ち、学校集会、学

年集会、学級活動、道徳等をとおして、いじめを「しない」「させない」「見過ごさない」

児童の育成に努める。 

イ  授業や行事の中で、一人一人が認められ、どの児童も落ち着ける支持的な場所づくりに努

める。（支持的風土のある学級経営） 

ウ  ボランティア活動、体験活動等の充実を図り、豊かな情操や道徳心を養い、互いに心が

通い合える人間関係形成能力を高める。 

エ 「あいさつ運動」等、児童自身が自主的に取り組めるよう支援する。 

オ いじめ防止に関する理解を深めるため、日頃から人権尊重啓発活動を推進し、人権作文・ 

郷州小学校いじめ防止基本方針 



人権標語等を募集する。 

② いじめの早期発見の措置 

ア 日常生活から問題状況を把握（行動観察） 

・いじめが疑われる行為が見られたり、情報を聞いたりした場合は、いじめを受けている

と思われる生徒と面接を行い、状況を管理職まで共有する。 

【いじめを許さない学校・教職員の姿勢】 

イ いじめ調査の定期的な実施 

（学校生活アンケート調査） 

・学校生活アンケートを実施したその日のうちに管理職まで報告する。 

【抱え込みの禁止】 

・その日のうちに、いじめを訴えてきた児童と面接を行い、保護者と共有する。 

【早期対応】 

・児童と面接ができなくても、電話、家庭訪問等で必ず話を聞き、管理職へ報告する。 

【組織で対応】 

ウ 保護者対象の学校生活アンケート調査

エ いじめ相談体制の整備 

・児童及び保護者のいじめに関わる相談（スクールカウンセラー・SSW の活用）

オ いじめ防止等のための研修の充実 

・いじめ防止等の対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施する。いじめ防止等に

関する対応について心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャ

ルワーカー等を活用し、教職員のカウンセリング能力の向上を図る。また、教育委員会や

市総合教育支援センターと連携し、教職員研修の充実を図る。 

③ いじめ防止対策委員会ＯＯＤＡループ 

 

【観察 Observation】 

・いじめ前兆の把握・いじめアンケートの分析・定期の個別相談・道徳，人権教育の実施 

【情勢分析 Orientation】 

・観察により，いじめが認知された場合，被害者からの訴え，加害者の言い分，関係者及 

び周囲の児童生徒から情報を収集し，「５Ｗ１Ｈ」（何）（なぜ）（いつ）（どうやって）（どこ）（だれ）

の観点で情勢分析を行う。教育委員会への連絡 

【意思決定 Decision】 

・情勢分析に基づいて，人員配置と役割分担を行い，重大事態を想定した対応策を立案する。 

（原因と背景） 

（動機と心的損傷に基づいた心のケア）（保護者への説明） 

・教育委員会への連絡 

【行動 Action】 

・加害者・被害者への心のケア ・加害・被害両保護者との合意形成 

・再発防止に向けた個人・集団への支援行動 

・教育機関及び専門機関との支援要請と進捗状況の報告 

・【観察 Observation】を強化し，早期解消と再発防止の徹底を行う。 



④ 情報モラル教育の充実 

ア   インターネットを通じて行われるいじめ行為の防止を図るため、児童及び保護者に、 

インターネットの利便性や危険性の理解に必要な啓発活動を実施する。情報モラル教室と

して警察官等による講話等を実施する。 

イ    各教科、道徳で計画的に情報モラル教育を実施する。 

⑤ 学校外の相談窓口の周知 

ア児童・保護者等がいじめ問題について相談できる「茨城県いじめ・体罰解消サポートセン

ター」等の周知に努め、いじめの早期発見、早期解決を図る。 

⑥ 児童の主体的な取組の活性化 

ア 中学校区として「あいさつ運動」や「いじめゼロ宣言」いじめ防止プログラムの実施等

を通して、いじめを起こさない学校づくりに向けた児童主体の活動を展開する。 

（２）いじめ防止等に関する措置 

ア いじめ防止対策に向けた組織「いじめ問題対策委員会」の設置 

いじめの防止等を実効的に行うため、「いじめ問題対策委員会」を設置する。 

＜構成員＞ 

校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、教育相談担当、特別支援教育コーディ

ネーター、いじめ対策指導員、必要に応じて養護教諭、スクールカウンセラー等、その他

校長の判断により、人権、心理、児童福祉、社会福祉、少年犯罪、発達障害等に関する専

門的知識を有する者を参加させることができる。 

＜活 動＞ 

・いじめ防止に関する体制整備及び取組に関すること。 

・いじめの早期発見に関すること。（アンケート調査、教育相談等） 

・いじめ事案（被害者・加害者・観衆・傍観者）に対する対応に関すること。 

・関係諸機関及び専門的知識を有する者等との連携に関すること。 

・その他いじめ防止に関わること。 

＜開 催＞ 

月１回のいじめ問題対策委員会を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。 

＜議事録＞ 

いじめ問題対策委員会の議事録を作成し、全職員で共有する。いじめ報告と共に教育員会

指導課に提出する。 

（３）記録及び保存について 

アンケートや聞き取りの状況を記録した文書等は、５年間保存する。 

 

（４）学校内外の相談機関等の周知 

ポータルサイト等でスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの来校日及び 

いじめに関する相談機関を周知する。 
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